
志摩市浜島 B&G 海洋センター・志摩市浜島ふるさと公園指定管理者選定審査要領 

 

１．選定基準 

選定基準は、次に掲げるとおりとする。 

（１）施設の運営が利用者の平等利用や利用者に対するサービスの向上を確保することが

できるものであること。 

（２）施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られる

ものであること。 

（３）施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。 

 

２．審査方法 

審査は、１に規定する基準に基づき別紙「志摩市浜島 B&G 海洋センター・志摩市浜島ふ

るさと公園指定管理者審査基準」に掲げる各審査項目について、提出された申請書類の内

容審査及び聴き取りによる審査により、各委員が５段階で評価を行うものとする。この場

合における評価の目安は次のとおりとする。 

 

     【評価の目安】 

 評価 

特に優れているもの 5 

優れているもの 4 

標準的であるもの 3 

やや劣っているもの 2 

劣っているもの 1 

 

３．選定方法 

各委員による上記２の評価結果に対し、以下のとおり評価倍率を与える。この評価倍率

に各項目ごとの配点を乗じ、各項目の得点とする。 

 

評価 評価倍率 

5 1 

4 0.8 

3 0.6 

2 0.4 

1 0.2 

 

各項目の得点の総合計の最も多い申請者を指定管理者候補者とする。ただし、委員の出

席者数で算定される総合得点の満点の２分の１に満たない場合は、失格とする。申請者が

１者のみであった場合も同様とする。 

各委員の評価点の総合計の最も多い申請者が２者以上あった場合は、これらの者の中か

らくじ引きによって指定管理者候補者を決定するものとする。 
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